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第７回 甲賀市自治基本条例策定委員会 会議録（概要） 

【日 時】 平成２５年１２月１６日（月） １５時～１７時１０分 
【場 所】 サントピア水口（共同福祉施設）教養文化室 

 
○出席委員 
策定委員：１３名（委員総数１４名） 

      小林委員、村上委員、山川委員、寺田委員、安達委員、黄瀬委員、奥野

委員、大原委員、田村委員、橋本委員、増山委員、田中委員、馬場委員 
庁内作業チーム：１６名（委員総数２２人） 

      柚口委員、橋本委員、森島委員、藤村委員、廣岡委員、田嶋委員、徳田

委員、太田委員、林委員、西村委員、松井委員、田原委員、澤田委員、

呉竹委員、中島委員、清水委員 
オブザーバー参加：あいこうか市民活動・ボランティアセンター コーディネータ 

ー 宮治、大平 
事務局：中島、清水、築島  

○次 第 
１．開会 （市民憲章唱和） 
２．第６回会議録の確認について 
３．各グループの意見を問題群ごとに整理した一覧表について（前回の続き） 
４．次回の内容について 

５．閉会 

 
■１．開会 
○事務局 
年末１２月半ばとなりまして、皆様お忙しいところお集まりいただき大変ありがと

うございます。定刻を少し過ぎましたが、ただいまより第７回甲賀市自治基本条例策

定委員会を開会させていただきます。 
開会に当たりまして、甲賀市の市民憲章を唱和させていただきます。ご起立をよろ

しくお願いいたします。 
（市民憲章唱和） 

 
○事務局 
 ありがとうございました。ご着席ください。 
初めに、小林委員長様からご挨拶をお願いします。 

 
○委員長 
改めまして、皆さんこんにちは。 
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今年、前半に流行っておりました「あまちゃん」というドラマがありましたけど、

あの中で、女の子たちが歌っている歌詞の「暦の上ではディセンバー」とありました。

まさに暦の上では１２月、もう半ばですね。残すところ、あと２週間です。吉幾三さ

んの歌によると、「暦はもう少しで今年も終わりですね」というところで、何かと気

ぜわしい時期ではありますけれども、今日はこの会議のあと、懇親会を設けていただ

いております。一回、そうやってある程度腹を割って話をすると、より意見交換がし

やすくなると思います。 
そういう意味では、順番としては懇親会がもっと早い時期にあったほうがよかった

のかもしれませんけれども、それはそれとして、いろいろ楽しんでいただくことにし

まして、昼の部も闊達なご意見をいただければと思っております。 
前回、第５番目の問題点の整理が終わりました。今回は、これまで出てきた皆さん

の意見を表の右肩に入れ込んだ形の資料もご用意いただいております。その辺を見な

がら、重複するような内容の発言は省略し、また新たな意見をたくさん出していただ

くと、少し話が前に進んでいきやすいと思っておりますので、議論の進行にご協力を

いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 
○事務局 
 ありがとうございます。 本日の出席状況を報告させていただきます。自治基本条

例策定委員１４人中、奥野委員様（結果、途中から参加）、三浦委員様が欠席でござ

います。そして、山川委員様が少し遅れて来られるということで、１２人になる予定

です。 
それと、庁内作業チームの委員の欠席は、公共交通推進室の中尾、山内地域市民セ

ンターの谷、多羅尾地域市民センターの古谷、建設事業課の藤田、大原地域市民セン

ターの奥山、それから社会福祉課の今井が欠席でございます。あと、政策推進課の呉

竹が少し遅れてまいりますので、よろしくお願いします。 

 
○委員長 
 ありがとうございます。若干、今日はお忙しい時期ということもあってでしょうか、

欠席、遅刻の方が見えるようですけれども、定足数には達しているということで、会

議は成立しておりますので、よろしくお願いいたします。 
それでは、次第に従いまして、早速、議事に入ってまいりたいと思います。 

 
 
■２．第６回会議録の確認について 
○委員長 
まずは議題の２番目、第６回、前回の会議録の確認についてです。 
あらかじめ、お手元に郵送で届いているかと思いますが、目を通していただいて、
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語句の修正などがあれば、おっしゃっていただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

 
○委員 
 ９ページの上から９行目、委員とあって「内発的発展の道が地域の充実性を高めて」

となっていますけれど、これを「自立性」に修正いただきたいと思います。 
 もう１点、１８ページの下から６行目、「例えば大阪府、臨海工業地帯」となって

いますが、これは「臨空」です。それから、１９ページの２行目、「セキスイもやは

り我々下請企業におりました者が、やはり工場が韓国のほうに集約されたということ

で」となっておりますが、申し訳ないのですが、これを「セキスイでも生産機能の集

約化に伴い……転勤を余儀なくされたということもあります。」と、修正いただけれ

ばと思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。では、確認させていただきます。９ページですが、

委員のご発言のところの８行目の真ん中あたり、「地域の充実性」とあるのは、「内発

的発展の道が地域の自立性を高めて」ということに修正をという話であります。それ

から、１８ページの下から６行目の真ん中あたり、「臨海工業地帯」ではなくて、「臨

空工業地帯」ということで、関西国際空港の近辺の工業地帯、臨空工業地帯というこ

とでした。そして、１９ページの２行目のところ、ここは文章が大幅に変わりますが、

「栗東市にありますセキスイでも生産機能の集約化に伴い」、その後、飛びまして、「転

勤を余儀なくされたというようなこともあります」というところにつなげてください

と、こういうことですね。 

 
○委員 
 誤字脱字になるかと思いますが、私が感じたところを申し上げさせてもらいます。

まず１ページの２行目、「第４回」と入っていますけれども、これは「第６回」の誤

りだと思います。次に、８ページの下から３行目、「ぜひご積極的にご意見をいただ

きたいと思います。」の中で、「ご」が要らないのと違いますか。次は１６ページ、委

員さんの発言のところの下から３行目、「確かに２３ページのところについては、私

の申し上げまたことは」とあるのですけど、「私の申し上げましたことは」という形

が正しいかと思います。それから、１８ページの委員さんのご発言のところの６行目、

「ひとつ企業が来てきていただいたら」とあるのですけども、「きて」が１つ多いの

で、「ひとつ企業が来ていただいたら」が正しいと思います。 
２１ページの上から７行目、「親は受検させている場で」と、これは試験の「験」

が正しいと思います。あと、同じ２１ページの下から５行目、「この条例をもとにし

て、今後取り組みはしやすくなる。」と、ここは「今後の取り組みはしやすくなる。」
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という形がいいと思います。それから、２５ページの上から４行目、「そういうこと

を条例入れておかないといけないと思います。」は、「条例に」という助詞の「に」が

漏れていると思います。次は２８ページ、委員長さんのご発言の下から５行目、「理

念的な形になってしますかもしれないです。」というのは、「理念的な形になってしま

う」ではないでしょうか。次は、３１ページの中ほどの委員さんの発言の上から２行

目、「２人に１人に高齢者」というのは、「２人に１人高齢者の方がいらっしゃる」と

いうことで、「に」を削除したほうがいいと思います。同じく３１ページの下から２

行目、「運営の面で市民さんにお尋ねしたい」ということが入っておりますので、こ

れは「市または行政」という形が正しいかと思います。最後の３４ページの次回の内

容について、その次の事務局さんの発言の３行目、「サントピア水口で会議をします

ので」の後、「アントピア水口」とありますけど、これは「サントピア」が正しいと

思います。すみません。たくさん申し上げましたけど、以上でございます。 

 
○委員長 
 細かくチェックをいただきまして、ありがとうございます。ご自分の発言以外のと

ころもありましたが、３１ページ下から２行目のところは、事務局でお願いします。 

 
○事務局 
 この発言は「委員」となっていますが、庁内作業チームの委員でもある私が発言し

ました。これは市民委員さんにお尋ねしたいということで、行政ではなく、「市民委

員さん」としていただきたいと思います。 

 
○委員長 
 それ以外に、今、委員さんからご指摘いただいたところは、皆さん大丈夫ですか。

委員さんから言っていただきました中で、こういうことと違うかという投げかけをし

ていただいたところがありますが、皆さん、それは大丈夫ですね。 
 では、３１ページの下以外のところは、委員さんからご発言があったような形で修

正をしたいと思います。 

 
○委員 
 １２ページの下から１０行目、「いろいろ改善のための、あるいは縮小」となって

いますけれども、「い」から「め」までを削除していただくということで、ここへ土

地規制の見直し、あるいは都市計画区域の見直し、どちらかを入れてもらったほうが

いいのではないでしょうか。どちらかというと、土地規制の見直しにしてもらったほ

うがいいと思います。   

 
○委員長 
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 「いろいろ」から「縮小のため」までは削除で。 

 
○委員 
はい。そのかわり、「土地規制の見直し」を入れていただくと。 

 
○委員長 
「土地規制の見直しの催促を」ですね。 

 
○委員 

       次に、１５ページの上から１３行目、「われわれの自治基本条例は、こちらの専門

部会で決めていくのですが」というのはおかしいと思いますので、削除をお願いしま

す。もう１点は、その下の１６行目、「そことの調整はどんなふうに進んでいったら

良いでしょうか」という、委員長に対する確認の質問でしたけども、それから最後の

ところまで削除していただいて、「それはどのように考えればよいのですか」という

問い合わせの文言にかえていただきたいと思います。 

      
○委員長 
 もう一回確認しますね。１５ページの委員のご発言の中の１０行目、「われわれの

自治基本条例は」というところから削除ということですね。 

 
○委員 
 はい、最後まで削除をお願いします。 

 
○委員長 
 それから、末尾のところ、「そことの調整はどんなふうに進んでいったらよいでしょ

うか」を削除して、かわりに、「それはどのように考えればよいのですか」ということ

ですね。 

 
○委員 
 もう１点だけ、すみません。２３ページの上から９行目、ここの右端に「都市局」

となっていますけども、これは「中心部」に変えたほうがわかりやすいと思います。

マスタープランには、都市となっているのですけども、ここの文言は「中心部」と言

ったほうがわかりやすいと思いますので、その３点、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。ほか、修正にお気づきの点、ございますか。 
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○委員 
 １８ページの真ん中辺です。委員の発言の６行目、２がないので、一番を削除で

す。それから、最後から２行目、「甲賀市も豊かになりますし、活発な産業により地

域を活性化するようなことも」ということで、よろしくお願いします。   

 

○委員長 

はい、ありがとうございます。１８ページの真ん中辺の「一番」を消し、それから、

その委員の発言の後ろ、「活発化するような産業を」というところを、「活発な産業に

より地域を」と直すということですね。ほか、修正のご希望がある方は。 

 
○委員 
 すみません。２カ所お願いします。６ページの上のほう、委員の発言の３行目にあ

る「勝手に」というのは間違いですので、「いかに」と訂正をお願いします。それか

ら、２１ページの上から７行目、先ほどの受験の「験」という漢字と同じ行ですけど

も、「親が受験させているわけなのです。なぜそんなことを」の「こと」を「思いを」

という言葉に修正し、「なぜそんな思いをしなきゃならないのか」としていただきた

いと思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。 

 
○事務局 
 きょう欠席の委員さんから修正の依頼がありまして、２８ページの２段目の委員の

ところの６行目、「やはり在宅中心の」となっていますが、「在宅療養中心の呼びかけ

を」という、「療養」を入れてほしいということと、その下の行で、「医師や看護師が

足りない」となっていますが、「看護師と専門職が足りない」と、「専門職」を入れて

ほしいということです。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。ほか、お気づきの点はございますか。よろしいです

か。では、私からも３カ所修正をお願いします。１２ページの上のほう、委員長とい

うところを読んでいただくと、その次とかみ合わないのがわかると思うのですが、「２

００２年」じゃなくて、「２０００年」に直していただきたいと思います。それから、

１４ページの委員の発言のところの２行目、一番後ろですけど、「私たち市から」じ

ゃなくて、「私たち市民から出ている委員」に直していただいたほうがいいと思いま

す。それから、２１ページの真ん中辺、委員長発言の２段落目、「それと同時に、先

ほどらい」は、「先ほど来」と漢字のほうがいいと思います。もう１つ、２８ページ
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の一番上のところ、「セットマネジメント」は「ア」を入れて「アセットマネジメン

ト」としてください。すみません。私からは以上です。あと、お気づきの方は大丈夫

ですか。 
 もし何か気づきましたら、事務局にお伝えいただくということで、会議録の確認が

意外と手間取ってしまいましたが、以上とさせていただきたいと思います。 

 
 
■３．各グループの意見を問題群ごとに整理した一覧表について 
○委員長 
 それでは、続きまして、次第の３番目、各グループの意見を問題群ごとに整理した

一覧表をご覧ください。これまでご発言いただいたものについては、お手元にお送り

いただいています１２月１６日用資料の右側の網かけのところに入れていただいて

おります。今日は、⑥の市民の特徴というところからでありますが、「市民もできる

ことを積極的にやっていこう」といった、これまでの会議でご意見のあった言葉が入

っています。入ってないことも、これまで随分市民に関しては出てきていると思いま

すので、例えば郷土愛、それから危険情報については市民も市役所に通報しようとい

った話も出ていたと思います。そういったこれまで出た意見、地域の資源をうまく活

かしていこうとか、そういうことは改めて言っていただく必要はないと思いますので、

そうでないところで、この市民の特徴について、何かご意見があれば、新たに出して

いきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 
○委員 
 自治基本条例ですから、基本中の基本になると思いますが、市民が自らのまちのこ

とは、主権者である市民、これは当然、市議会議員さんを排除するという考えはない

わけですけれど、そういう方も含めた市民が自ら考えて決定し、その実現に向けて行

動するということを、盛り込むということが必要であると思われます。 

 
○委員長 
 市民が自ら考えて決定すると、まさに住民自治という基本をおさえておこうという

発言でした。ありがとうございます。ほか、６番のところはどうでしょうか。 

 
○事務局 
 事務局です。お手元に両面刷りの A４の欠席分の意見書というのをお渡しさせてい

ただきました。これに市民の特徴、もしくは⑦の子ども・若者という順に入れていた

だいています。市民の特徴では、「地元派と、そうではなく、いろいろな市民の事情

はあるけれども、同じ甲賀市民・住民であるという意識は大切」ということです。「甲

賀市のよいところ、また、ないものをどんなまちにするか、どんなまちであってほし
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いのかをみんなが考えることが大切」ということで挙げていただいています。このあ

たりは委員さんのご意見ですので、行政が仕掛人になる必要があると既に書いていた

だいています。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。今日お配りいただいている紙も見ながら、委員さん

の意見ということでありますので、両方を見ながら今後考えていきたいと思います。

今の⑥のところに関しては、地元派と市外から来た方と、それぞれ事情があるけど、

甲賀市民としての意識という話、それから市のいいところを知って、どんなまちにし

ていくのかということをみんなで考える。行政の責務になるのでしょうけど、そうい

うことを行政も仕掛けていくというご意見がありました。この市民の特徴ということ

に関して、ほかはどうでしょうか。 

 
○委員 
 前回の会議録を見て、地方分権改革が２０００年からいうことでしたが、地方分権

が進む中、時代の潮流はますます市民主体のまちづくりが進んでいくという観点から、

市民はいろいろな考え方や発想がありますが、それは必ずまちづくりに寄与するとい

う考えのもと、まちづくりの主役は市民であるから、この市民として主体的にまちづ

くりに関わるということをおさえておくことが必要ではないかと思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。先ほど他の委員からも、市民が自ら考えて決定する

ということを入れていこうというご意見がありましたけど、今、別の委員からも、ま

ちづくりの主役は市民だということ、市民が主体的に地域のことを考えていくと、こ

ういうことを入れていったらどうでしょうというご意見をいただきました。 

  
○委員 
 当たり前だと思いますけども、ここで落とし穴があるかもしれないと思うことは、

どのレベルを市民というのか、大きな問題だと思います。市内に住所がなくても、働

いている人や何か活動をされている人であれば、市民だという意見もあるかもしれま

せんが、例えば、あることを決めたい場合に、市内に住んでいない多くの人が流入し

てきたとしたら、多数決で決まってしまうという話もあります。 
また、市民が決めることはいいと思うのですが、それは当たり前ですけど、市内に

住んでいない人が多数流入してきて、そんなことはあってはいけないことだけども、

我が国や甲賀市に対して害を起こすということも可能性としてはあるかもしれませ

ん。国民や市の益に利するということが大事なことだと思います。そうでないと、間

違った方向へ行く可能性があることを少し心配しています。 
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○委員長 
 すみません。その利する、逆は害するでしょうけど、何が利になるかというのは誰

が判断するのですか。 

 
○委員 
 市民の定義はまだ決まっていませんが、市民の多数決で決めるとなった場合に、外

国人とか、市内に住んでない人が、ここに住んでいる者にとって害されたり不利益な

ことになってしまうのは困るということです。 

 
○委員長 
 市民の定義をはっきりしないといけないのは、確かにおっしゃるとおりだと思いま

す。前回に産業の話をしたとき、企業市民ということが出ていますね。もし市民が投

票で何かを決めようということになったときに、企業も１票を持っているのかという

と、おかしなことになりますね。そういう意味では、市民という定義をどう決めるの

かということは非常に重要なことだと思います。 
実際に条例をつくるときに、市民と住民というのを分けて、住民というのはそこに

お住いの方、これはいろんな人がいます。全部ひっくるめて住民だと、住民の責務み

たいなものもあるでしょう。だけど、物を決める決定権を持つ市民というのは、その

中でも、例えば住民票がある人とか、日本国籍がある人という形で絞るといった、そ

ういう２つの定義を設けて考えるという場合もあります。その辺は今後詰めていかな

いといけません。 

 
○委員 
 今、市民と言っていて、多くの人々を市外から動員できる力のある外国人や、変な

宗教団体の人がたくさん集まってきて、甲賀市に何百人も住んだり関係を持つとした

ら、それは市民ということになりますよ。その辺のとこは大事だと思います。一部の

宗教団体や外国人に利すると困るわけですから、市民が決めるのですけども、その市

民というのを誰かという軸を置かないと、少し怖くなるなということです。 

 
○委員長 
 そうですね。最終的には、利する、利さないということの判断を市民が決めざるを

得ないですね。誰か押し付けるわけにはいかないので、これが市民にとっての利だと

いうことだけど、その利を決める市民というのが、どこかという範囲はしっかり確定

しておかないと、何かおかしなことになりかねないという懸念はあります。 

 
○委員 
 そうです。だから、その宗教団体とか、外国人の方に利するのだったら困ると思う
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のですが、その人も、その利益を守る権利がありますから。宗教団体が変な服装をし

て、いっぱいごろごろしているところがあると、僕ら純粋で善良な市民にとっては困

るわけです。そうならないように歯止めをしておかないと、市民に任せると言うと、

そういう人が入ってきて市民権を持って、変な方向に行くと困るということです。 

 
○委員長 
 ただ、その辺が難しいところですね。例えば甲賀市外からいろんな方が入ってきて、

企業の誘致や、人を含めた流入等は、ある意味、市としても旧来の甲賀市にずっとお

住いの方だけではない人たちにも門戸を開いているわけです。そうすると、当然様々

な方がお見えになる可能性があります。また信教も自由ですから、私はこれを信じて

いるのに、甲賀市では信じたらいけないのかと言われると、そういうことではないと

言わざるを得ないですね。何か破壊活動をやるような人などはいけませんが、特定の

宗教の人は入ってはいけませんというようなことは、言いづらい部分もあると思いま

す。そういうことで言うと、そのお気持ちはよくわかるけども、そこを条例としてど

う書くかというところが難しいでしょう。 

 
○委員 
 そんなに危険だったら、条例がないほうが、かえってみんなのためになるかもしれ

ません。こんなことを書いて、一部の宗教団体に利するようなことになったら、何の

ための条例かわからないですね。我々が幸せになるために条例をつくっているのに、

一部の宗教団体や外国人からやっつけられると思うような条例だったら、ないほうが

ましだと思います。 

 
○委員 
 今、委員さんの発言の部分は重要だと思います。観念的に言うと、この条例をつく

ったときに、誰に影響を及ぼすことになるのか、あるいは、誰のためにこの条例をつ

くったのかという基本的な話が出ていると思うのです。これは卵が先か、鶏が先かの

論理と一緒で、私たちがこれからつくろうとしている条例を、誰のためにつくろうと

しているのかという、ここの部分の論議がされていないと、今後、企業はだめです、

外国の方はだめ、住民票、戸籍を持った方だけですとか、そういうようになってくる

のですね。ただ、難しいところは２つありまして、１つは、迷惑防止条例のような、

そこの住民でなくても、その土地で迷惑な行為をした場合は条例で罰されるものがあ

ります。例えば、たばこのポイ捨てを禁止されている市町村で、ほかの市の人がそこ

でポイ捨てをした場合、市民でなくても罰されてしまうわけです。これは迷惑防止条

例の典型的なことをお話ししているのですけども、それは市民に関係なく、その土地

で起こっていることで処罰されることになります。 
ところが、今回の甲賀市の自治基本条例の場合は、甲賀市に在住の方や甲賀市へ働
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きに来ている人などいろいろいらっしゃるわけです。通りすがりの人でも、迷惑防止

条例でしたら、完全にそこの地域の管轄になってしまいますが、通りすがりの人じゃ

ないわけですね。 
条例にはこの２つの種類があると思いますので、それをどうするかというところが、

一番議論をいただかなければいけないところだと思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。今まで漠然と市民という形で議論してきて、当然市

民の権利なり、責務みたいなことで積極的に参加しましょうとか、人に迷惑をかけな

いようにとか、自分の持っている土地、資産、家屋などはきちっと管理してください

といったことも含めて議論をしてきました。甲賀市に廃屋のような家を持っている、

荒れた土地を持っているけれども、今は市内に住んでいない方に対しても、委員さん

がおっしゃるように、迷惑防止条例的な意味で、住んでない人も、その市に土地や家

屋を持ってない人たちの役目を果してもらわなくてはいけませんということで、縛っ

ていくという必要もあるでしょう。 
 では、そういう人たちが市の物事を決めるときに、その決定に参画できるのかとい

うと、他の委員さんが懸念されているように、こういう人に入ってもらったら困ると、

それもそうだと思うのですね。そういう意味で、今まで何となくぼやっと市民という

言葉で議論してきたところに対して、どういうふうに定義づけができるのかというこ

とは、もう少し精緻に詰めて議論をしたほうがいいのではないかという、非常に重要

な問題提起だったと思います。ありがとうございます。 
 一通り全部の問題点について見ていきますと、今まで出てきた中では、漠然と市民

といわれた形での、市民の責務であったり、権利であったりといったことが出てきて

いると思うのですね。一旦、全部の問題点について見た後、それを事務局で再整理し

てもらいます。市民ということに関しては、それぞれいろんな意見が出ていますよと

いうふうに整理をし直してもらったときに、はて、この場合の市民はどうだろうかと

いうのは、またもう一度、皆さんで検討する機会があろうかと思います。ただ、そう

いうことは、今言いましたように、想定しながら考えていただくと、後々の議論はし

やすくなっていると思いますので、よろしくお願いします。 

 
○委員 
 言葉の定義について、他の委員さんが言われましたけども、これは議事録に残りま

すから大変重要だと思うのですね。義務と責務と、どっちを使うのかなどです。言葉

の表現、例えば及びとか並びになどは、余り問題はございませんけども、言葉の定義

ははっきりしなければ、議事録にも残っていきますので。その中に、本来は責務もな

いのに、義務として残るというようなことでもあるし、その言葉の定義というのは、

今の段階では、その都度の確認でよろしいですか。 
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○委員長 
 今の段階ですと、市民という言葉とか、その使い方はそこまで精緻な議論になって

いない段階で、これまで具体的な話をしていただいていますね。そこから、こういう

ことは市民の皆さんにもお願いをしたほうがいい、こういうことは市民としても守っ

ていかなくてはいけない、今こういうことは市民が考えるべきことだというような議

論をしているわけです。それを最終的に全部集約したときに、ここで言っている市民

と、こっちで言っている市民は違うというのを一覧表的にすると、初めて見えてくる

ものだと思います。 
その段階で、この市民はこういう枠なのか、こっちの市民はもっと広い範囲なのか

みたいなことを議論したほうが、定義を議論するときに見えやすいかと思います。頭

の中では、今、自分が言っている市民はこういうレベルだということは想定しながら

ご発言をいただいて、あとで全部まとめるときに、改めていただくほうが大事だと思

います。 

 
○委員 
 わかりました。 

 
○委員 
 １つ確認です。関連いたしまして、いわゆる我が国の法律につきましては属地属人

主義というのでしょうか、そんな形のものを捉えると思っているのですけども、属人

主義、属地主義、その甲賀市の中で、例えば外国人の方が、市民ではないけれど、住

民であるというところですね。もちろんその方にも、この条例の規範というものは当

然出てくるかなという解釈をしていったほうがよいのかなと思うわけです。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。当然、そういう部分も出てくると思うのですね。甲

賀市にお住いの外国人の方も、甲賀市のルールは守っていただかなくてはいけません

ということですよね。外国人だから、俺は守らないよというのは許されないというこ

とも当然出てくるだろうということです。 

 
○委員 
 言葉的に、また後にしようということですけども、市民ということをある程度入れ

ておかないと、市民が決定するというのは聞こえはいいですけど、外国人が入ってい

るとか、ここに何か活動団体を置いている、あるいはよそから来ているとか、そうい

う人も想定して、決めていくときの感じと、ここに住民票があって、住んでいるのを

頭に置いて決めようというのと、これは話がだんだん変わってくると思うのですね。 
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後から、そうじゃなかったと。後で決まったら、ここで仕事をしている人も、外国

人も皆市民ということになってしまったら、あのときの話はどうやったのかとなって

きますから、ここで市民というのはこれと、みんなが共通した定義のようなものを持

たないと、話がおかしくなってくるのではないでしょうか。 

 
○委員長 
 そういう議論をする場はまた設けようということですが、今までやってきた問題ご

との課題を一旦、棚上げして、市民の定義をここでしたいというご提案ですか。 

 
○委員 
 市民の特徴のところで、市民が自分で考えて、積極的に自分が決定していこうとい

う話が出ました。だから、どんな市民を頭に描いて、そういうことになるのか、外国

人や、いろんな宗教団体、また他市から流入してくる人を、市民とみなすのなら、僕

は反対します。その辺のとこは、どう表現すればいいのかわかりませんが、市民とい

う場合に、健康を守るとか、税金を払うとか、これは誰が聞いても当たり前のことで

すけど、例えば、この甲賀市の公用語を外国語にするということが出たとすると、外

国の人が甲賀市にたくさん入ってきて、甲賀市の公用語は外国語になってしまうこと

もあるわけです。市民が決めたのですから。そんなことはおかしいことだと思います。

だから、市民というのは、その辺のことは決めておいてもらわないと、心配するので

すが、どうですか。 

 
○委員長 
 それは改めて議論する場を設けましょうということを言ってるのであって、現段階

でその問題群ごとにご意見をいただいていますが、こういうことでいきましょうとい

う形で、決定はしていないですね。今はあくまでも、こんなご意見も、あんなご意見

も出てきましたねと。皆さんから、どんなお考えがありますかということを出してい

ただいている段階です。その中には、例えば前回の産業のところでも内発的な発展が

大事だとおっしゃる方と、外から積極的に企業を誘致することが大事だとおっしゃる

方と、ある部分、相反する意見がありました。それはそれとして承って、どっちかに

しろという議論はまだしていないのです。 
市民についてもそうだと思うのです。どこの範囲を市民というのか、外国住民の方

にも一定の責務とともに権利も付与する、そういう自治体もありますし、そうでない

というご意見もあるでしょう。いろんなご意見の方がいて、そこはまだ議論はしてい

ません。だけど、とりあえずこんな考え方もある、こんな意見もあるということを現

段階で出していただいて、それをもう一回整理し直したときに、いよいよ市民が主役

で物事を決めますよと言っているときの市民というのは、皆さんはどこの範囲がいい

ですかということの議論をしなくてはいけなくなってくると思います。 
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だから、段階を追って私は議論をしていきたいと思って、今こういうやり方でずっ

と進めてきているのですけど、委員さんは、ここの段階でもっと深く議論して、市民

というのは何かということを決めないと、もう先には進めないということでのご提案

ですかということを、私はお伺いしているのです。 

 
○委員 
 市民という言葉を使って、市民はこういう時々に、例えばこの人は幅広い市民、こ

の人は狭い市民とあると思うのですけど、そのときに、じゃ、あなたは狭い市民です

か、広い市民ですかと、そういうイメージで押さえているということをどこかで表現

していただくというのは、どうですか。 

 
○委員長 
 現段階では、それぞれの皆さん方が思っているということを発言していただく。そ

れがいいとか、悪いとか、この方針で行きましょうと、これはやめましょうとか決め

てないのです。 

 
○委員 
 はい、わかりました。 

 
○委員長 
 今後、こういう論点が出てきましたということを、もう一度整理し直して、どう条

例に反映をしてもらいましょうかということを考えたときに、まちづくりの主役は市

民だと言ったときの市民の範囲はここだなあということを、皆さんで議論はしていた

だく必要があると思います。 

 
○委員 
 ちょっと気になったら、また話させてもらいます。 

 
○委員長 
 はい。後日、そのことについてはきちっと議論する必要があるということは共通の

認識として置いておいて、先に進んでもよろしいでしょうか。 

 
― 同意 － 

  
 今挙がっていたような話は、先の⑫の市民活動と協働とか、そんなところにも関係

をしてくるだろうと思いますけれども、また後で気になりましたらご発言いただけれ

ばいいと思いますが、とりあえず市民ということに関して、具体的なところでのご意
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見が今日は出てきていませんが、こういうことを市民の役割として、責務として書い

ておきたいというのは、特によろしいですか。 

 
― 同意 － 

 
 それでは、次も見ていきましょうか。⑦子ども・若者のところです。 
 当然、子どもや若者も、見方によっては市民の一部だし、見方によってはまだ主権

者じゃないところもあると思いますけれども、子ども・若者のところに関しても、ご

意見があればお願いします。これまで議論した中で、人や組織を育てて活かしていく

のだという話や、子どもたちが外で安心して遊べる、子どもたちに限らないかもしれ

ないですが、安心して暮らせるようなインフラの整備が必要だという議論はありまし

た。 

  
○委員 
 子ども・若者ということですが、若者という場合は２０歳未満というふうに考える

わけですけれど、年齢にふさわしい形でまちづくりに参画する。そういう権利を保障

するということが必要だと思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。発達段階に応じたまちづくりへの参加の権利の保障

ということに関して、入れておいたらどうでしょうかというご発言でした。 

 
○委員 
 これから申し上げることにつきましては、市民の特徴とか、子ども・若者、その後

の部分にも関連するかと思います。先だって清水寺の管長さんが、今年の漢字という

ことで「輪」という字を書かれました。この「輪」につきましては、もちろん東京オ

リンピックの五輪の輪ということもあるのでしょうけれども、もう１つは、いわゆる

人と人のつながりというのでしょうか、絆、こういう輪ということを大きくイメージ

しているということをおっしゃっておられます。 
実は、去る９月の台風１８号で甲賀市、特に信楽地域が甚大な被害を受けました。

そのときに、社会福祉協議会は、９月１７日に災害ボランティアセンターを立ち上げ、

１７日から２６日までの１０日間で、延べ約６００人の方々がボランティアという形

でお助けをいただきました。これはまさに人と人のつながりというのでしょうか、甲

賀市民の特徴というのでしょうか、そういったことで本当にお助けをいただきました。 
もう１点は、信楽中学生が生徒会の中で、自分たちは災害に遭われた方々に何かお

助けしたいということで募金活動をされました。これは、学校の先生も誰も何もおっ

しゃってないわけですけれども、生徒会で決定されて、午後４時、授業が終わってか
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ら５時ごろまでの１時間、信楽町内の量販店で延べ５日間募金活動をされました。ま

た、被災に遭われた方々も募金をされたということを中学生から聞いております。 
その子らの本当の思いやりの心というのでしょうか、そのときに、私は社会福祉協

議会の関係で義援金という形で受けさせてもらったわけでございますけれども、「災

害に遭われた方にこのお金を使ってください」と、生徒会長から発言されました。温

かい気持ちになり、私は思わず胸がぐっと締め付けられる思いをしたわけでございま

すけれども、これは甲賀市民の大きな特色であり、また長所であろうと思います。ボ

ランティアに６００人近い方々が参画していただいて、このことについても甲賀市の

大きな長所だと私は思っております。この輪を何とか広げていくということ、そうい

ったことが、これからのまちづくりにつながっていく大きな要因になっていくかと思

いますので、その辺のところを、この条例の中で何か一言表現できたらと思います。 

 
○委員長 
 人と人とのつながりや思いやりの心であるとか、そういったことを条例に入れてい

ければと、こういうご発言でした。ありがとうございます。 

  
○委員 
 若者が定着するまちづくりというのは、全国共通の、どのまちも一番の課題となっ

ています。これは自治基本条例の中で一番盛り込まなくてはいけない大切なことだと

思うのですけれども、ポイントは、若者の声をまちづくりに活かせるシステムがない

ことが、だめだと私は思っています。そういうシステムをつくってもらわなくてはい

けないということを、この条例できちっとうたっていかないと、単に若者の定着する

まちづくりとか、若者が参加するまちづくりとか、キャッチフレーズはいいのですけ

ども、では、どうしたら若者がそのまちづくりに参加できるようになるのか、あるい

は若者の声が市政に届くのかという、そこのシステムをつくって具体化しなければ、

キャッチフレーズだけで終わってしまうと思います。だから、この自治基本条例でそ

こをしっかりと押さえなければなりません。押さえることによって、そういう形がで

きると思いますので、そこをひとつお願いしたいと思います。 

 
○委員長 
 先ほど他の委員さんもおっしゃっていただいて、若者・子どもたちがその年齢に応

じてちゃんとまちづくりに声を反映させていくようなシステムを保障していくこと

が大事じゃないかと、こういうことですね。 

 
○委員 
 子ども・若者ですけども、少子高齢化というのがかなり前から、今後もかなり続く

という状況でございます。最近では我々のところも空き家がだんだんと目立ってきて
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います。甲賀市の人口は、合併前と比較して若干、減少しています。人口増にはなっ

ていません。そういう面では、人口増への誘導といいますか、そういうようなことも

うたっておく必要があるし、先ほどの話にありますように、若者の意見が行政に反映

されるような、あるいは若者が活躍できるような素地をつくれるようなことにしてお

かなければいけないのではないかと思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。人口増ということを考える上でも、若者の活躍の場

をということでした。子どもの教育ということで、子育てに関係ある方、どうでしょ

うか。 

 
○委員 
市内では、甲賀市外から来られている核家族の方がたくさんおられます。そういう

方たちは、甲賀市の子育て支援を御存じなかったりします。その中で、子育ての悩み

を自分だけで抱えてしまい、お家にこもってしまわれる方もたくさんおられる現状で

ありますので、もっと皆さんが外出できるような、例えば親子が集う広場を開催する

とか、お母さんの子育ての悩みを聞ける場をつくるとか、そういう親子広場、母支援

の場というのを、行政であるとか、子育てグループの「アプリコット」さんであると

か、既にしていただいてはいるのですけれども、そういうところをきっちり入れてい

ければいいのではと思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。子育てをきちっと支援していくということも入れて

いったほうがいいということですね。 

  
○委員 
 「かふか２１子ども未来会議」が今年３年目になるのですけれども、私は昨年から

関わっていまして、いろんな行事に自分たちも参加したいということを子どもたちが

言ってくれます。お祭りだとか産業祭だとか、いろんな行事があり、自分たちにでき

ることは参加したいという子どもたちの意見がございますので、そういったことも大

いに取り上げていただけたらいいと思っております。 

 
○委員長 
 先ほど若者の声がという話がありましたけども、もうちょっと年が若い子どもさん

たちのレベルで参加したいというのを、うまく活かせるような形にしていけるといい

じゃないかということですね。 
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○委員 
 先日、ＰＴＡの総会があり、今年は甲賀市が当番ということで参加しました。そこ

で、テレビ番組の「行列のできる法律相談所」に出演されている高名な弁護士の方を

招いて、子どもに関わる講演がありました。私も３人の子を持つ親であり、常日ごろ

から子どもとどのように接するかということを考えているわけですけども、日常的な

ことなので、時にはどうしても、子どもに対してきつい言葉になったりしてしまうこ

とがあります。講演でその弁護士さんが話をされていたのは、子どもと接する親の立

ち位置という部分で子どもと一体となった勉強方法といいますか、そういったことも

大事ではないかと言われていました。その先生は、講演の中で、子どもが振り返るま

でアプローチしなさいというようなことも言われていましたので、親としての教え方

が悪いという観点に立ち返って、子どもがわかるまでアプローチする、そういう言い

方を親の立場からも考えなければいけないのではないかということを言われました。 
やっぱり子ども目線に立っているということ、そういう観点が必要なのかなという

ことを学ばせていただきましたので、我が家に帰ったら、いつも怒鳴り散らしている

私ですけども、その原点に立ち返るということも大事だと思いましたので、目線を子

どもに合すとか、そういうようなことも盛り込めたらいいのではと思っております。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。子ども目線であるとか、あるいは、子どもと接する

親のあり方みたいなこと、親育ちというか、子育て支援ということですけど、そうい

ったことも含めて考えていければということでした。 
せっかくですので、いかがですか。子どもと若者のところに関して皆さんの意見を

伺っていますが。 

 
○委員 
子ども・若者についてお話ししていただいているので、出席できないかと思って用

意した意見を書いてきたものを見ていただけたらと思います。 
少子高齢化が進んで、働き手が女性にもかなり求められていますので、現状の児童

クラブや、その中の運営の見直し、年齢制限も今のところはあるというところですし、

放課後等の過ごし方、また、発達障がいという子どもさんがかなり発症されている中

で、それと発達障がいとは言えないけれど、ボーダーラインの子どもたちもおられま

すので、その子どもたちの受け入れ等についてもう少し整理するとか、配慮する必要

があると思っております。子どもたちがより安心して遊ぶ、運動する場づくりという

のも、前回も申し上げましたとおり、管轄する各省庁でばらばらな状態だなというの

を利用者はすごく認識していますので、人数あっての整理になると思いますけれども、

そういうところも整理していく必要があると思っております。 
それと、若者が定着しない理由の一つに、なかなか甲賀市の中では仕事がないとい
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うことを伺っています。仕事をするために、そこら辺は企業さんともお話をしないと

いけないと思っているのですけど、また仕事を甲賀市でも増やしていくことができれ

ばということも考えているのと同時に、遊べる場といいますか、甲賀市は自然がすご

く豊かでいいのですけども、若いときは、違う面でいろんなことを遊びたいというの

があると思うことから、その遊び場が甲賀市は少ないと思いますので、そういった施

設があれば、若者も少しは甲賀市に残りやすいのではないかと考えております。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございました。前回と重複するようなことも、多少おっしゃって

いただきましたけれども、子どもさんを受け入れてくれる場がないと、なかなか子育

ては大変だろうということもおっしゃっていただきました。 

  
○委員 
 子ども・若者のところで、強みの部分が空白になっているのが非常に残念で、強み

という面では私のチームに限って言えば、子どもたちはサッカーに無我夢中だという

ことです。サッカー以外のことは何も考えてないというような子どもがたくさんいま

して、このことは十分強みではないかなと思います。 
ただ、僕が指導してもう３０年になりますけども、ここまで持ってくるのにそれぐ

らいの時間がかかりました。今、上手な子、下手な子などいろいろいて、サッカーに

関して言えば、どの子を試合に出すのか、強い子を出して勝ちにいくのか、弱い子も

みんな出して楽しくやるのかというような議論が以前から言われますが、うちのチー

ムに限って言えば、どの子を出してもゲームとしては最高の技術というレベルに達し

ているような気がします。確かに、ずば抜けてうまい子がいるのですが、言い方が悪

いですけど、下手な子はいないというのが現状です。 
なぜ、ここまで持ってこられたのかというと、保育園児から小学校２年生ぐらいま

でを道路などで遊ばせてくれるグループが地元にありまして、そこで無我夢中になっ

てサッカーができるという子を、２年から３年になるときに、スポーツ少年団ででき

るかと聞いて入ってもらいます。ほとんど全員がこっちに入ってくるのですが、スポ

ーツ少年団に入った時点で、ボール扱いの基本ができているというようなところが環

境として整っていまして、非常にありがたいということです。こうして入ってきた子

が小学校を卒業して、今、第１期生が国体にも挙がっていまして、きっとこの中から、

この人ありといわれるようなサッカーマンが出てくるのではないかと思います。 
何がいいのかというと、物心つくか、つかないときに、とにかく来てボール蹴りを

することだと思います。ただ、危ないこととか、人に迷惑をかけることはだめだとい

うことは厳しく指導してもらっていますが、そのほかのルールは何もないのですね。

その子らがスポーツ少年団に入ってくると、好きなことをやりますし、全然、言うこ

とも聞いてくれませんし、３年生が非常に扱いにくく大変ではありますが、その子ら
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は徐々に残りの３年間で、子ども同士もそうですけど、大人とコミュニケ―ションが

とれるようになっていきます。ますますサッカーというスポーツが大好きになって、

中学校に行ってもらえるようにということを考えながら指導しています。 
僕が指導を始めたころは、勝ったほうが子どももおもしろいというふうに考えてい

ましたけども、それは間違いだということに、ほんの数年前にやっと気づきまして、

こうじゃないと思い、５年ほど前から指導者みんながいろいろ話し合いながら、そう

いう指導をしてきて、ふと気がついてみると、土山は滋賀県内でも有数の強豪チーム

であるというようなイメージをつけることができたのが、いいのか悪いのかわかりま

せんが、皆さんが、夢中でボールを追っかけていた、小さいときにやっていたことを

そのまま延長線上でやっているだけの話です。 
そうして、暗中模索でいろんな方法を探してきた大人の立場というか、子どもの接

し方というのを、だんだんと学んできたような気がしますので、大人の教育というか、

先ほど他の委員さんもおっしゃいましたように、自分のやり方だけではだめだと、勉

強がいかに大事かというのが最近わかってきました。子どもも、その親も、年々変わ

っていきますので、それの対応もいろいろ大事です。子どもたちをちやほやするだけ

ではだめですし、子どもを一人の人格者として付き合ってあげると、だんだんと自分

の心を開いてくるということが最近わかってきましたので、そこで子どもと一緒に学

んでいく姿勢というのが大事です。残念なのはチームに入れると送迎も大変なので、

うちの子はスポーツをやりたがっているけど、やめておこうかという親がたくさんい

らっしゃるとうことです。 
送迎などは一回もしてもらわなくても結構です、みんなで協力して、自動車に乗せ

ていくから大丈夫ですよと言うのです。そこは遠慮されているのか、うちの子は結構

ですという親も多いので、どこでもできるような環境というのは大事ですし、どこへ

でも行けるまちづくり、バスがそこらを通っていたら、子どもを乗せていけるかもわ

かりませんし、地元の小学校、どこでもきちんとした活動ができるような安全な設備

がきちんとあれば、どんなスポーツでもできると思います。その辺、子どもが何かに

夢中になるものを地元につくるというのが一つの実行じゃないかなと思います。 
そうして育った子が高校生になって、大学に進学し、もうこっちには帰ってこない

だろうなというふうに思っていても、やっぱりサッカーをしたいから地元に帰ってき

たという子もいます。そんなに考えていなかったという子でも、自分に子どもができ

て、サッカーかソフトボールに一生懸命になっているから、本当は職を変えて他の土

地へ行こうかなと思ったけど、自分も県内に勤めるようになりましたというようなう

れしいことを言ってくれる子もいますし、そういう点で言えば、子どもを何か夢中に

させられるものがあれば、うまくまちづくりに貢献できるのではないかとい思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。子ども・若者ということに関しては、サッカーの土
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山での取り組みの例を挙げていただきながら、無我夢中になれるものを子どもたちに

与えていくということが、結果的には地域に残ってもらうとか、そういうことも含め

て大事じゃないかということ。それから、家庭や学校だけではなくて、地域の大人が

協力し合って支えていくという、子どもたちと接していくということの大切さという

ようなことも入れていったらどうだろうかと、こういったご意見だったかと思います。

ありがとうございました。 

  
○委員 
 すみません、もう１つ。昨年のことですけど、大阪の堺に「Ｊ-GREEN 堺」とい

う、すごく大きなサッカーの施設があるのですけども、人工芝のピッチが１０面ほど

あって、天然芝のピッチもあるというようなサッカーの施設です。そこに試合に行っ

たときに、養護学校の生徒がサッカーをやっておられて、プロが使うピッチを使って

いました。すごくたくさんの大人も生徒さんも集まっており、車椅子のままサッカー

をされている子もいましたし、人に囲まれて中が見えなかったのですけど、男子、女

子を交えて、すごく盛り上がっていまして、すごく感激した覚えがありました。随分

参考になっています。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。⑦の子ども・若者ということについて、どうですか。 

  
○委員 
 若者の定着が少ないというところで、それなら定着するには何かと考えたときに、

例えば子ども・若者にとって安心して修学できるという環境が大事ではないかと思い

ます。いい例が、昨年、信楽高校が、県の再建計画では甲南高校の分校というような

ことで示されました。しかしながら、信楽高校というのは、地場産業を担っていく子

どもたちを育成していく大事な学校だという中で、まさに地域と行政がいろんな施策、

支援策を考えて、昨年、単独校として残ることとなり、県の計画が覆ったという事例

がありました。まさしく信楽の地域の人が一体となって成し遂げた成果、甲賀市には

いい例があるのだなと思いました。当然、まだ課題もありますし、いろんな政策につ

いても毎年検証はしていかなければなりませんが、こういう仕組みを取り入れられた

らと感じました。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。安心して子供たちが学び続けられるために、地域と

いうものをみんなで支えていこうということでありました。 
 ほか、よろしいでしょうか。子ども・若者に関しては、これまでご発言がなかった

方からもご発言をいろいろといただいていました。よろしいですか。 
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― 同意 － 

 
 それじゃ、⑧の高齢者（過疎）と書いてありますけども、お年寄りの問題について、

続いてやってまいりたいと思います。すみません。だんだん皆さんもいろいろご発言

に熱が入っていて、お一人当たりの発言時間が長くなる傾向がございますが、まだた

くさん残っておりますので、できるだけ簡潔にご発言いただければと思います。 

  
○委員 
 高齢者というところで、年老いても安心して住み続けられるまちづくりが必要とい

うのは、皆さんも同じ思いであると思いますし、いずれ誰もが通る道であると思いま

す。どういったことがあれば、地域で暮らしていくことが可能でしょうか。買い物が

できる。自分で調理し食べることができる。身の回りのことができる。病院に行くこ

とができる。診てもらえることができる。楽しみが持てる行事やスポーツ・お食事会

やお茶会に参加できる。人と楽しくおしゃべりができる。金融機関に行くことができ

る。利用できる。など、これらのことが網羅できたら地域での生活は可能ですという

ことで、高齢になるということは身体的機能が低下していって、地域での生活がしに

くくなっていくということで、ちょっとしたサポートがあれば、地域での生活という

のは何気なく来るので、今の介護保険適用以外のサポートも大事だということは行政

の方もわかっていただいていると思いますし、まさしくそこのサポートづくりが地域

と一体化して、高齢化が進むにつれて、地域との連携というところで条例に何かあり

ましたら、入れていただいたらと思っております。高齢者ということでいくと何かし

ら不便は感じているということが、障がい児・者のところでも同じようにあると思い

ます。この項目に障がい児・者のことが書かれてないのですが、⑦と⑧にそれぞれ障

がい児、障がい者がおられるのか、皆さんに検討していただけたらと思っております。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。この委員会で考えていたということの前に挙げてい

ただいています。それとの関係もあるのですが、高齢者になっても安心して住み続け

られるまちということで、地域でのサポートの体制、これは行政だけではなくて、本

当に手を組むみたいといったところでは自治振興会等、いわゆる市民同士でのサポー

トということも含めてだと思いますけども、地域でのサポート支援ということを書い

ていったほうがいいのではないだろうかと、こういうご意見でした。 
 それと同時に、もう１つ、障がい児・者についてはどうするかということで、確か

に以前に、その強み、弱みを挙げていただいたときに、ほとんど皆さんの中から障が

い児・者という言葉が出てこなかったのですね。なので、項目としては抜け落ちてし

まっているということだろうと思います。新たにそういう項目を立ててもいいのでし
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ょうし、これは多分⑭の人権というところで言うと、もっとそれぞれ人権課題という

ことになっているさまざまな人たちの問題、網羅的にそれこそ検討することができる

のかもしれませんが。 

 
○委員 
 子どもと高齢者のところに、それぞれ入れていただいたらと思っております。 

 
○委員長 
 では、子ども、高齢者というところと関連して、障がい児、障がい者のこともあわ

せて検討をしていきましょうというご提案でありますので、ここのところもさっき一

旦閉めましたけど、そこと関連して障がい児へのサポートという話も当然あろうかと

思います。ただ、青年の障がい者もたくさんいらっしゃいますけども、そういった方

も含めて、障がい者についての話がもしあれば、皆さんからご意見をいただければと

思います。 

 
○委員 
 何度も申しわけないのですが、高齢者といいますと弱い存在といいますか、保護さ

れるべき存在というような見方がされているわけですが、実際は自治振興会や区など

の役員を元気にやっておられる方というのはかなりおられまして、そういうことから

考えても、重要な社会的資源としてポジティブに捉えて、まちづくりの担い手として

位置づけるということが必要だろうと思います。 

 
○委員長 
 はい。単にいろいろと問題を抱えている人と見るのではなく、むしろ高齢者の積極

的な社会参加、高齢者もまた貴重な人材であり、社会資源であると、こういった位置

づけが重要ではないかというお話でした。ありがとうございます。 
○委員 
 同じような発言になるかもわかりませんけれども、高齢者は今後増えていくと思い

ますので、高齢者が安心して暮らせる、高齢者が生きがいを感じるというところの施

策も充実させなければいけませんけれども、そういった施策とともに、地域の皆さん

が支えていくということが１つ大事だと思います。 
 もう１つ、高齢者の方につきましては、経験があり、いろんな知識を蓄積しておら

れます。そういったことにつきましても、優れた人材がいらっしゃいますから、能力

を十分に社会の中で発揮してもらえるということも言えると思いますので、そういっ

たことも盛り込んでもらったらいいのではないかと思います。 

 
○委員長 
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 はい。能力とか経験とか、そういうことを十分に人材として活かしていこうという

ことでありました。 

 
○委員 
 今回資料をいただいた甲賀市の地域福祉推進計画というのがあります。皆さんへパ

ンフレットを配付させていただいたと思うのですが、そこの部分で謳っている福祉と

いうのが、甲賀市と社会福祉協議会の政策プランの１つになっています。地域が支え

合う、あるいはお隣で支え合うという、この部分を取り入れなければ計画倒れになっ

てしまうと思うのですね。これは非常に根幹に関わる部分ですので、甲賀市地域福祉

推進計画も条例の中できちっと条文化していくということが大事なことではないか

と思います。 
 もう１点ですけども、核家族が進み、若者たちが新しく世帯を持っても親と一緒に

住まないという状態が、特に過疎が進んでいる地域に多くなっています。したがって、

今後、独居老人がかなり多くなると思っています。実際、家の後継ぎがいないという

家が何軒もあります。そういう人たちが高齢になられたときに、どのようにしてその

人たちの生活を守っていくのかという部分も、きちっと自治基本条例の中にもうたっ

ていかないと、高齢化、高齢化と言っているだけではいけないと思うのですね。具体

的に、そういうところに福祉の手が届くような形の自治基本条例の精神が活かされな

ければいけないと思います。 

 
○委員 
 実はこのパンフレットにもありますように、社会福祉協議会といたしましても、ご

近所福祉、これは各地域で健康福祉会という組織を立ち上げてもらっているかと思い

ます。これがいわゆるご近所福祉という形になるわけでございます。中嶋市長さんが

よくおっしゃるのですけれども、実は私ら子どものときにありましたけれども、田植

えとか稲刈りをする場合に組をつくりまして、その組単位でお互いに交流もしながら、

支え合いながら共同で作業をやっていった「結い」という制度、これがいわゆるご近

所福祉だろう思うわけでございます。 
現在、健康福祉会ということで立ち上げを行っておりまして、それぞれの区で活動

してもらっているわけですけども、実は温度差があるわけでございます。かなり進ん

で活動してもらっている地域もございますし、なかなか進んでないなという地域もご

ざいます。できれば、市のお助けも借りながら進めていけたらと思うわけでございま

すので、そこらあたりを条例の中に盛り込んでいただけたらと思うわけでございます。

各地域で、いろんな形で計画をされて取り組んでもらっております。例えば信楽の場

合でも、今、見守りネットワークという実行委員会の準備段階ですけども、立ち上げ

をしたところでございます。支援の問題とか、いろんな問題が実はあるわけでござい

ます。計画という形で進めているところですけども、なかなか前へ進んでいきません。
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ある意味では、市のお助けもお借りできたらなと思うわけでございます。本当に厚か

ましいお願いでございますけれども、そこらあたり、市との協働という形のものを条

例の中に盛り込んでいただけたらありがたいと思うわけでございます。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。これまでの市と市民の協働という話は出てきている

部分もありますけれども、高齢者の問題に関しても、先ほども地域でのサポートとい

う話もありました。当然、行政も市民もサポートをお互いしていくのだろうと思いま

す。ご近所福祉ということになると、自治振興会、このあと⑩コミュニティというと

ころにも関係しますけども、それぞれがサポートし合っていけるような支援の体制、

見守りの体制をつくっていくということの重要性をご指摘いただきました。 

  
○委員 
 障がい者の方ですけれども、安心して地域で生活するためには地域住民の障がいに

関しての理解、サポートというのは当然必要だと思います。先ほど言い残したのです

けども、発達障がい、精神障がい、そして、内部障がいといった外見ではほんとにわ

かりにくいの方の理解も進んでいない現状がありまして、このことに関しては保護者

や家族が安心して暮らせるようなまちづくりを本当に望んでいます。そのためには、

行政、学校等教育委員会の活発な啓発活動を、認知症も含めて、もっとする必要があ

ると思っております。 
 そのためには、地域障がい者の団体や事業所と連携をし、共同事業という計画も行

っていく必要があると感じております。市民の都市づくりに関する意向アンケートと

いうのがこちらに加えていただいている中にも、保健福祉が充実した都市が、希望と

して１位になっていることが挙げられていることからも、条例にはこの項目は盛り込

みたいなと思っております。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。高齢者、障がい者に関しては、周辺の住民の方の理 
解というものが必要だと。そのためには、直接的なサポートだけではなくて、啓発、 
教育と言った面を含めて進めていけたらいいなというご発言だったかと思います。 
 ほか、高齢者のところに関しては、よろしいでしょうか。 

 
― 同意 － 

 
 それでは、もう１つぐらい行けそうですか。⑨市の一体感というところについて、 
ご意見があればいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 前回も、これに関しては地域の均衡ある発展なのか、それともある程度、選択と集
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中的なことはやむを得ないのではないかという考えに立つのか、両面のご意見があっ

たかと思いますけども、関連することもあろうかと思いますが、市の一体感、旧町意

識の克服みたいな話が、甲賀市民としての意識を持とうというような話も以前に出て

いたところが書いてあります。条例に盛り込んでいくべきところが出ているらしいの

ですけども、ほかに何か市の一体感ということに関して、これは条例に訴えておきた

いというのがあればお願いします。 

 
○委員 
 合併しましたが、合併前の旧町意識の部分を背負っていると思うのですね。特に市

町村の字、旧町の名前が残っているものですから、これまでに培ってきた歴史と風土

の町という部分で残してほしいというのが、合併のときの意思であったと思います。

ですから、甲賀市では水口町や土山町といった旧町単位の地名がそのまま残っていま

すが、湖南市では石部・甲西の名前はありません。 
ただ、甲賀市が一体感を出すということは非常に大事なことですけども、実は土 

山は４学区から成り立っており、一番水口に近い大野学区というところの天気が晴れ

ているとすると、隣の土山学区へ行ったら曇っており、私の住んでいる山内学区では

雨が降っているのです。また、大河原という、鮎河というところではもう雨が雪に変

わっているのです。こういった状況は実は本当の話であります。 
同じ土山町の中で、同じ時間帯でもそれぞれ違うのです。ですから、生活の仕方も 

違うのですね。その生活の仕方が違うのに、一体的な形をすると、やはり無理が生じ

るわけです。地域に応じた形が大事で、何でもいいから一体感ということではないと

思います。一体化するには、深いものと浅いものとあります。水口の中心部と、例え

ば私たちが住んでいる山間部では全然違うはずです。その一体感というのは、厚みと

薄み、それをきちっと振り分けていかなければならないと思うのですね。そういうこ

とを、この部分で難しいと思うのですけれども、うたっていただければと思います。 

 
○委員長 
 はい、非常に難しいですね。それぞれの地域の個性や特徴を尊重しながらの一体感、

尊重し合えるという風土ができることが、まず一体ということに近づいていくのかも

しれません。そういったことを書いてはどうかというご発言でした。 

 
○委員 
 一体感の醸成という意味では、例えば一市民といいますか、住民同士の交流できる

場というものを、行政あるいは民間が中心になってもよろしいですが、仕組む必要が

あるのではないかと思います。いろいろな組織などが合併し、５町の組織が一つにな

って、それぞれの役員さんとか、そういう方たちが交流する機会は当然増えたわけで

すが、一町民、一市民が交流するということは以前以上に難しくなっていますので、
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そういう場を仕掛けられないかと考えます。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。交流、連携できるような場を設けてはどうかという

お話でした。 

 
○委員 
 新市建設計画というのが合併するための近道として、それぞれ旧町の成熟したこと

を、その新市建設計画に乗せて合併したと、私は思っています。旧町は歴史と文化、

行政、それぞれのまちづくりをこれまでやってこられました。すばらしいまちが旧５

町にはあり、今でもそう言っていると思うのです。 
ただ、その新市建設計画で、できない計画がおそらくいっぱいあったと思うのです

ね。今やろうとしている計画は、果たしてこの自治基本条例に盛り込んでいくのかど

うか。それと、前も問題になりましたが、均衡ある発展という言葉、市の一体化とな

りますと、均衡ある発展というのは、私は死語になると言いました。その悪い例は、

今、議会で２５名の議員さんが張り切って質問をされています。最初の議会に、信楽

の議員さんが５名、当然一般質問ですから、地域のことをおっしゃるということはわ

かるのですけれども、信楽高原鐵道の問題、９５％に対しては国で補償されると。だ

から、ひとつよろしくお願いします、信楽市民こぞって頑張っていくから、ほかの旧

町の皆さんもよろしくお願いします、今後、財政的にも負担をかけるけれども、甲賀

市の鉄軌道だから、ひとつよろしくお願いします、ということでした。 
ところが、一般質問ですから、当然地域住民の約束があったのでしょう。私はその

前に、そういう人たちの謙虚な姿を見ていますので、あの一般質問を聞いたときに、

ケーブルテレビで議会中継を見ておられた人たちは、果たして今後信楽高原鐵道に対

して協力的になるだろうかと思ったときに、議員さんも、もう少し考え方があったの

ではないかと。そこで、均衡ある発展とは何かと言ったときに、あれだけの金額が国

から出たとしても、これからのコストパフォーマンス・費用対効果を考えたとき、当

然甲賀市の税金がそこに充てがわれるわけです。上下分離方式でも、甲賀市の税金が

信楽高原鐵道、甲賀市の公営鉄道といいながらも、負担しなくてはならない。均衡あ

る発展というのは何だろうかと思ったときに、もういいかげんに、その言葉はやめた

ほうがいいのではないかと思います。 
将来３年以内には５階か６階建のすばらしい庁舎が水口に整備されます。水口の中

心地というものは、商業、文化、経済、行政、司法などが一極的に集中しています。

あとの旧４町、それぞれのまちづくりとして今までやってこられた、そういう歴史性

と文化、それは行政がすべきことでしょう。それをあえて、大きな声で我がまちのこ

とを言うのは市の一体化にはならないと思います。悪い例で、信楽高原鐵道を言った

わけですけど、そこは均衡ある発展、新市建設計画というのは、この基本条例には入
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れないほうが私はいいのではないかと思います。そうでなかったら、いつまでたって

も垣根の中で、旧５町のエゴが出てしまうという、そういう時代ではないでしょう。

水口にも弱みがいっぱいあります。強みばかりではありません。弱みだらけです。そ

こは言いたいと思います。水口の発展というのは、民間企業だけのことです。 

 
○委員長 
 市のことを考えていただくときには、それぞれ旧町がどうでなくて、市のことを考

える。条例も市の条例なので、旧町がどうのこうのという発想は捨てたらどうかと、

そういう趣旨ですね。ありがとうございます。ほかに、この市の一体化ということに

ついては、どうでしょうか。 

  
○委員 
 先ほどの市民の定義と同じように、均衡ある発展というのはどういうことなのかと、

さまざま皆さんお住いの地域を見ながら、あるいは隣の芝生を見ながら、いろいろと

思いを持たれていると思います。今後も、もっと深く議論をしていただく必要がある

と思っています。役所の立場といたしましては、均衡ある発展か、選択と集中かと、

そういったキャッチフレーズは別といたしまして、公正、公平、遍く等しくこれは役

所の使命ですので、水口町であろうが、信楽町であろうが、甲南町であろうが、それ

は同じようにしていくというのが大原則と思っています。 
そういう意味では、均衡ある行政の施策をするというのは我々のミッションだとい

うふうに思っていますが、自治基本条例の中でも、行政の役割としてしっかりとうた

っていかなければならないと思っています。ただ、私どもは合併した市という、そう

いった沿革がございますので、今までから単独でできている市ではなくて、５つの町

の同調であるとか、あるいはしがらみとか、そういったものを全部背負って、行政の

職員さん、あるいは市民の皆さんもそうですけども、暮らしをしている、仕事をして

いるという状況にあるわけです。 
そういった意味で、過去の水口が悪いとか、信楽はよいとか、そういったことを取

捨選択するのではなくて、合併市として新しい仕組みを、あるいは新しいものをつく

っていくというか、これはハードをつくるという意味じゃないのですけども、そうい

ったものでやっていかないと、なかなか一体感は高まっていかないのではないかとい

うことを、行政職員と話をする中で意見が出ていました。合併協議では、でこぼこな

ものを平らにしていこうと、水口はこうだ、信楽はこうだというような、でこぼこな

ものをどこかに基準をつくって、まっ平らにしていこうとすると、どうしてもこれは

歪んでしまいます。そういったことを合併協議でやってきたわけですけれども、合併

してもそういった調整ごとは一定の期間必要かもしれません。これからは、もう一つ

別のところに甲賀市というものを新たに据えた仕組み、考えをつくって進めていく必

要があるのではないかと思います。そうしていかないと、なかなか一体感というのが
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醸成できないのではということです。だんだん代もかわってきますし、今日、お集ま

りの皆さんはこの市の合併を経験していただいていますけども、先ほど子どもの話も

ありましたが、人がかわってくるのに、いつまでたっても近所の話を引き継いでいる

ということではいけません。やはり甲賀市としての新しい施策、仕組み、それが自治

基本条例の中にしっかりうたわれていけば、長続きするまちづくりができるのではな

いかという意見が職員の間では出ていました。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。先ほど他の委員さんがおっしゃったこととも関係す

るのでしょうけども、一つの市として、甲賀市としての意識を持とうと。そういう市

民をつくっていこうということを提起しておられるということです。 

  
○委員 
 新しくつくっていくということですが、過去に学ぶこともありまして、私はこうい

う会に来たときにいつも思うのですけど、室町時代には甲賀郡中惣で甲賀５３家があ

りまして、皆、平等に平坦にそれぞれ何々家、というのが５３ありまして、それが仲

良くしているのが甲賀の特徴であったと聞いております。こうやって文化とか、各地

域でみんなすごいものを持っていたら、経済的には差があったりするかもしれません

が、それは置いておいて、歴史的には皆平等なものがあったというのは、１つ共通意

識として持っていたらいいと思います。 

 
○委員長 
 はい、ありがとうございます。歴史的に遡っても、そうやって郡中惣の甲賀５３家

ということで、みんなでやってきたという歴史があるなら、そこを思い出しながら考

えていきましょうということですかね。 
 お約束の時間がそろそろでありますけれども、いかがでしょうか。この市の一体感

というところについてのご意見はよろしいですか。 
 では、今日ご意見のあったところをもう一回振り返っておきましょうか。 
 前回が３つ、前々回は２つでしたから、項目として今日は４つで、少しずつペース

が上がってきています。 
 まず、⑥の市民の特徴というところでは、一方で、まちづくりの主役は市民が主体

的にという話もありました、それから、甲賀市民としての意識を持てるという話もあ

りました。ただ、そのときに市民とは誰なのかという、まちづくりの主役は市民だけ

ど、その市民というところは何なのかと、これは今後きちっと議論していく必要があ

るだろうというようなご意見もありました。 
 それから、⑦のところ、子ども・若者ということに関しては、思いやりの心とか人

と人とのつながりは、絆みたいなものを大切にするということは子どものころからず
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っと身につけてもらい、若者の心、声、あるいは子どもたちの声がまちづくりに活か

せる、参加してもらえるような仕組みも必要じゃないかという意見もありました。そ

れから、子どもと接する大人のあり方というのも大事だろうということ。地域の大人

が家庭教育や学校教育だけじゃなくて、地域教育という形で協力して、子どもを育て

ていくというようなこともあるという話もしていただきました。それと、地域で子ど

もを育てるという発想も入れておいたらどうだろうかということでした。 
 ⑧の高齢者のところでは、社会福祉協議会でも出していただいていますが、地域福

祉推進計画のご近所福祉といった考え方も入れていったらどうだろうかということ。

これは、議論できませんでしたけども、自治振興会とコミュニティとの関係もありま

すので、そこでも、また議論いただければと思います。それから、地域での高齢者の

サポート、これは行政も市民もそれぞれの地域で高齢者を支えていくというようなこ

とが大事だろうということでした。 
 一方で、そういった支えていくというと、非常に弱い立場のように思われますが、

弱いだけではなくて、今、非常に元気な高齢者の方も多いので、そういうさまざまな

経験や能力を地域の人材としてうまく活かして、お年寄りの社会参加ということも進

めていこうという話もありました。そして、そういった高齢者、あるいは障がい者に

対する周りの人たちの理解ということが必要だろうということ。これは、もっと早い

段階からの啓発とか教育とか、そういうところもしっかりこれから取り組んでいくべ

きでないかと、こんなご意見がありました。 
 なお、⑦の子どもと⑧の高齢者というところに関しては、健常児、健常者だけでは

なくて、障がい児・者のことも含めてしっかり考えていくべきではないかということ

で、ここは、このあとの⑭の人権というところとも関係をするだろうということで、

さまざまな苦しみの方たちの状況ということをお互い尊重し合うという話だと思い

ます。 
 そして、最後⑨のところ、市の一体感の話をいたしました。地域の個性や特徴を尊

重しながら、一体感を醸成していくという難しい課題も提起されました。その中で、

何をしていくのか、やっぱり一つの市という意識を持って、いろんな新しい仕組みと

いうのも必要だろうと、住民同士の交流、連携という場も要るのではないだろうかと

いうこと。あるいは、歴史に学べば、昔から甲賀郡というのは一つの地域だというこ

とでやってきた歴史もあるというようなことの示唆もいただきました。 
 以上、今日お話をしてきたところを一通りまとめの理解をしていただきましたが、

何かこれは言っておきたいことはありますか。あとの懇親会の場でもいろいろとおっ

しゃっていただくのは構わないですが、懇親会の場で言っていただいたことは会議録

が残りませんので、しっかり記録に残しておきたいことは今のうちに言っていただけ

ればと思いますが、大丈夫ですかね。 
 それでは、次第の４番、次回の内容についてということであります。 
 事務局のほうからご連絡いただけるのですか。では、お願いします。 
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■４ 次回の内容について 
○事務局 
 本日も熱心な議論をありがとうございました。 
 では、４番目の次回の会議についてご案内させていただきます。次第ですが、第８

回の会議、平成２６年１月１７日、月曜日になっていますが、これは金曜日の間違い

です。平成２６年１月１７日金曜日、１４時から１６時ということで、場所は、この

場所ではなく、水口社会福祉センターの福祉ホールになりますので、お間違いのない

ようによろしくお願いいたします。 
 それから、２月、３月の予定がまだ決まっておりませんので、この場をおかりしま

して、調整をしていただけたらと思います。まず２月ですけども、当初は２月の中旬

ということでスケジュールを組んでおりましたので、２月１３日、午後からこちらの

会場でと思っておりますが、いかがでしょうか。 
 それから、あわせて３月の予定についても、委員長との調整ができたらと思います。 

 
○委員長 
 では、まず２月については、１３日木曜日の午後、場所はここでというのが事務局

からのご提案ですが、皆さん、いかがでしょうか。都合がどうしても悪いという方が

たくさんおられるようでしたら、いけませんが、大丈夫そうですか。よろしいですか。 

 
― 同意 － 

 
はい、ありがとうございます。では２月１３日の午後２時から開始をさせていただ

きます。それから、３月ですけれども、３月の半ばぐらいという感じですね。一番単

純な発想としては、２月と３月の日の並びが一緒でありますので、３月１３日木曜日

にするとわかりやすいかなと思いますがよろしいですか。 

 
― 同意 － 

 
 では、３月１３日木曜日の午後２時にさせていただくとしましょう。 
 恐らく次回１月に、この議論が終わるかどうかは、今の感じでありますけれども、

３月のころには、そこは一通り終わっていて、今まで皆さんが、こういうことをいろ

いろと盛り込めたらいいねとおっしゃっていただいたこと、中には先ほど、もう少し

深く議論しなくてはいけないところ、あるいは相反する意見になっているところもあ

りますので、そこの整理を３月頃にはさせていただいて、一旦、素案という形で整理

をしていただくことになっていくのではという段取りであります。 
 今まで出てきた意見で、表の右肩の条例に盛り込んでいくべきことの中に反映され

ていないものも、そういうものも拾っていけるものはあると思いますので、また事務
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局と調整させていただいて、これまで出てきた意見で、これは既にこういう意見が出

ていますというのは、右のほうにできるだけたくさん埋め込んでいって、同じ議論の

繰り返しにはならないようにしたいと思いますので、皆さん、ご協力よろしくお願い

いたします。 
 それでは、最後、次第の５番目、閉会ということで、前回は副委員長のお話を伺え

なかったのですけども、今回は楽しみにしたいと思います。よろしくお願いします。 

 
 
■５ 閉会 
○副委員長 
 どうも皆さん、お疲れさまでございました。真ん中ぐらいまで来たわけですけども、

私も最初、この強みと弱みという部分をやっていて、この条例とどういうふうにして

いくのか見えなかったのです。委員長は強み、弱みと言われてやっておられるのです

けども、私は、自治振興会を立ち上げる際に自治振興委員会という組織の委員として

審議をさせていただいていました。そのときは、前副市長の安田さんが市の責任者で

来ておられて、この自治基本条例をつくりますという話を自治振興委員会でされてい

ました。 
ところが、合併して１０年もなるのに、甲賀市の自治の基本となるような条例がで

きていないということ自体、おかしいという話を私から申し上げました。足かけ１０

年たってからつくるわけですので、遅きに失したということを言っていましたが、逆

に、１０年たったので強みと弱みがわかってきたと私は思ったのです。ですから、強

みの部分を持続させて、弱みの部分をどうしていくかということを、この条例に盛り

込んでいくいい機会になったと考えています。 
だから、ハンディといわずに、違う観点から見て、遅いじゃないかということでは

なく、足かけ１０年たってきたから、こういうことがわかってきたと思います。その

わかったことをこの基本条例で活かしていくのが、この場だと私は解釈できるように

なってきました。だから、この強みと弱みが非常に大事なことだということを、毎回

身にしみて思っている次第でございます。あと、まだまだありますけれども、この強

みと弱みを皆さん方の見識の中で、この条例に活かしていくことが、この委員会の本

意ではないかなと思っている次第でございます。 
寒さがだんだん増してきますけれども、お体にご自愛をいただいて、今後とも、ま

た一層のご協力をお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますが、終わりの言葉に

かえさせていただく次第でございます。 
本日は、どうもありがとうございました。 


